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１ 総則 
 
（１）本書の位置づけ 

落札者決定基準は、西宮市（以下「市」という。）が「民間資金等の活用による公共施設

等の整備等の促進に関する法律」（平成 11 年法律第 117 号。以下「ＰＦＩ法」という。）第

７条の規定に基づき、令和２年１月６日に特定事業として選定した「西宮中央運動公園及び

中央体育館・陸上競技場等再整備事業」（以下「本事業」という。）についての募集・選定

を行うにあたって、入札に参加しようとする者を対象に交付する入札説明書と一体のもので

ある。 

落札者決定基準は、落札者を選定するにあたって、入札参加者のうち最も優れた提案を行

った者を客観的に評価・選定するための方法及び基準等を示し、入札参加者の行う提案に具

体的な指針を与えるものである。 
最優秀提案の選定にあたっての審査は、公平性及び透明性を確保するとともに、客観的な

評価等を行うために設置している「西宮中央運動公園及び中央体育館・陸上競技場等再整備

ＰＦＩ事業者選定委員会」（以下「選定委員会」という。）において行う。 
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２ 落札者決定の手順 
 
（１）落札者決定までの審査手順の概要 

本事業における事業者の選定は、価格及びその他の条件により落札者を決定する総合評価

一般競争入札方式に基づき、次の手順で実施する。 
 
 

失格 提出書類の不備 

予定価格を超える 

入札参加資格を満たさない 
失格 

失格 

要求水準の未達成 等 
失格 

入札提案書類の確認 

入札価格の確認 

基礎審査 

総合評価 

最優秀提案の確定 

落札者の決定 

価格審査 

ア 資格審査 

イ 提案審査 

入札参加資格審査 

加点審査 

選定委員会所掌範囲 
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（２）審査手順 

ア 資格審査 

（ア）入札参加資格審査 
市は、入札参加者から提出される入札参加資格審査に関する書類をもとに、入札参加者

が満たすべき参加資格要件及び業務遂行能力について確認し、確認の結果を代表企業に対

して通知する。入札参加資格を満たさない場合は、失格とする。 

イ 提案審査 

（ア）入札提案書類の確認 
市は、入札参加者に求めた入札提案に関する提案書類がすべて揃っていることを確認す

る。提出書類の不備の場合は、失格とする。 

（イ）入札価格の確認 
市は、入札書に記載された入札価格が予定価格を超えていないことを確認する。入札価

格が予定価格を超える場合は、失格とする。 

（ウ）基礎審査 
市は、提案書類に記載された内容が、基礎審査項目を満たしていることを確認する。提

案内容が基礎審査項目を満たさない場合は、失格とする。 
基礎審査項目は、以下のとおりである。 
・ 要求水準書の要求水準に未達の無いこと 
・ 入札説明書及び様式集に示す提案書の作成に関する条件について違反の無いこと 

（エ）加点審査・価格審査 
ａ 加点審査 

選定委員会は、入札参加者から提出された提案書類の各様式に記載された内容につ

いて審査を行い、審査項目ごとに得点を付与する。 

ｂ 価格審査 
選定委員会は、入札参加者から提出された入札書に記載された金額について得点化

を行い、確認する。 

（オ）総合評価及び最優秀提案の選定 
選定委員会は、加点審査及び価格審査における総合評価値の最も高い提案を最優秀提案

として選定する。総合評価値の最も高い提案が２以上ある場合は、価格審査の得点が最も

高い提案を最優秀提案として選定する。この場合において、価格審査の得点が同点である

提案が２以上ある場合には、当該入札参加者によるくじ引きによりに最優秀提案を決定す

る。 

（カ）落札者の決定 
市は、選定委員会の選定結果をもとに落札者を決定する。 
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３ 提案審査における点数化方法 
 
（１）提案審査の配点 

提案審査は、加点審査及び価格審査の総合評価により実施することとし、その配点及び得

点化方法については、市が本事業に対して民間の創意工夫を期待する度合いを勘案して設定

したものである。 
項目 配点 

加点審査加点 600 

  

  

 

  

  

  

１.事業実施に関する事項 38 

 

(1)事業実施の取組み方針及び実施体制 15 

(2)地域経済への貢献 15 

(3)独自の提案 8 

２．施設整備に関する事項 309 

 

(1)公園全体の設計コンセプト 23 

(2)公園全体の配置計画、動線計画 23 

(3)公園計画（運動施設以外） 44 

(4)運動施設計画 
①新中央体育館 68 

②新陸上競技場 38 

(5)防災計画 38 

(6)安全・防犯性への配慮 8 

(7)設備計画 8 

(8)環境への配慮、LCC 削減 44 

(9)設計・建設業務等 15 

３．開業準備に関する事項 8 

 (1)開業準備及びスケジュール 8 

４．維持管理に関する事項 52 

 
(1)基本方針及び実施体制 8 

(2)各種維持管理業務 44 

５．運営に関する事項 121 

 

(1)基本方針及び実施体制 8 

(2)運営管理業務 56 

(3)安全管理計画 23 

(4)自主事業（スポーツ教室・イベント等実施業務） 23 

(5)自主事業（利用者サービス業務、広告・ネーミングライツ、

民間提案施設エリア）） 
11 

６．事業計画に関する事項 54 

 

(1)資金調達 18 

(2)事業計画 18 

(3)リスク管理 18 

７．民間提案施設業務に関する事項 18 

 (1)民間提案施設業務 18 

価格審査加点 400 

合 計 1,000 
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（２）加点審査の点数化方法 

ア 加点審査の項目及び配点 
加点審査の評価項目及び配点は、別紙「加点審査の評価項目及び配点」を参照すること。 

イ 評価項目の採点基準 
加点審査は、別紙「加点審査の評価項目及び配点」に示す項目ごとに行い、次に示す４段

階評価により得点を付与する。 
評価 判断基準 得点化方法 

Ａ 特に優れている 各項目の配点×1.00 
Ｂ ＡとＣの中間程度 各項目の配点×0.75 
Ｃ 優れている 各項目の配点×0.50 
Ｄ ＣとＥの中間程度 各項目の配点×0.25 

Ｅ 優れた点が認められない 
（要求水準を満たす程度） 

各項目の配点×0.00 

 

ウ 価格審査の点数化方法 
価格審査については、入札金額を以下の方法で得点化する。 

 

価格審査点＝（最も低い入札金額／当該入札金額）×配点（400 点） 
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別紙 加点審査の評価項目及び配点 
審査項目 評価する視点 配点 

１.事業実施に関する事項（事業全体に対する理解、認識、姿勢など） 38 

 

 

 

 

(1)事業実施の取組み方

針及び実施体制 

 本事業の目的や整備基本方針を踏まえ、市民の共有財産

となる本施設の整備・管理運営に関して、PFI 事業とし

て実施することのメリットを最大限に発揮するための

取組方針について、具体的かつ優れた提案がされている

か。 

 代表企業、構成員、協力会社、統括管理責任者の役割等

（責任分担、連携・協力・補完体制、指揮命令系統など）、

事業実施にあたり効率的な実施体制が明確に示された

うえで、市との意思疎通、連携をスムーズに行うための

具体的かつ有効な方策が提案されているか。 

 統括管理業務の目的を踏まえ、経営状況を含めた本事業

の全体管理、市の負担軽減、良質なサービス提供につい

ての具体的かつ有効な方策が計画されているか。 

15 

(2)地域経済への貢献 

 市内企業の活用、雇用機会の創出、地域との連携、地元

資材の調達等に関して、具体的かつ確実な方策が提案さ

れているか。 
15 

(3)独自の提案 
 本事業提案全体で、各項目に記載される評価視点には含

まれない優れた提案があるか。 8 

２．施設整備に関する事項 309 

 

(1)公園全体の設計コン

セプト 

 本事業の目的や整備基本方針を踏まえ、市のまちづくり

における本公園の位置づけを正確に理解し、本公園に期

待される機能を的確に発揮させていく具体的かつ優れ

たコンセプトが示されているか。 

 上記のコンセプトを実現していくため、公園全体として

の景観形成、緑の拠点としての環境保全、防災機能の発

揮に関する計画方針が明確に示されているか。 

 公園内施設について、周辺の環境や公園全体と調和した

外観デザインについて、具体的かつ優れた提案がされて

いるか。 

23 

(2)公園全体の配置計

画、動線計画 

 各施設が互いに連携した効果的な配置計画・動線計画と

なることで、様々な年代・ニーズの利用者で公園一体が

にぎわうようなゾーニング計画となっているか。 

 施設利用者、公園利用者、大会・イベント等主催者、施

設管理者の視点から、各施設が安全性・利便性に配慮し

た合理的な配置計画、動線計画となっているか。 

 災害時での地域防災拠点スペース及び避難所スペース

としての活用を考慮した合理的な配置計画、動線計画が

提案されているか。 

 駐車場（中屋町駐車場含む）や駐輪場について、限られ

た敷地を有効活用し、オープンスペースの確保や景観、

周辺環境へ配慮するとともに、安全性、利便性、効率性

23 



7 

 

審査項目 評価する視点 配点 

の高い具体的かつ優れた提案がされているか。 

(3)公園計画 

（運動施設以外） 

 市中心部に位置する地区公園として、様々な年代の利用

者が日常的に気軽に利用でき、また、緑豊かでゆとりの

ある美しい景観となるよう、具体的かつ優れた提案がさ

れているか。 

 子どもの遊び場について、乳幼児から児童まで、年代の

遊びに対応した遊具配置や冒険心をかきたてる遊び場

計画となっているか。 

 多目的広場について、子どものボール遊びが許容される

広さや機能が提案されているか。 

 エントランス広場について、再整備後の公園の顔とな

り、大会・イベント開催時にも活用できる広場計画とな

っているか。 

 公園全体の魅力向上・にぎわいの創出及び、民間事業の

収益確保による事業の継続のため、ソフト・ハードの両

面から独創的かつ優れた提案・コンセプトがあるか。 

 ユニバーサルデザインの理念を踏まえ、あらゆる人に利

用しやすい施設となる具体的かつ優れた提案があるか。 

44 

(4)運動

施設

計画 

①新中央 

体育館 

 通常時の市民利用と競技大会開催、興行試合開催を想定

した諸室の配置や動線（上下足の区分を含む）、状況に

応じた諸室機能の転用を考慮した具体的かつ優れた提

案があるか。 

 競技大会や興行試合開催時など、多くの来館者が想定さ

れる場合の滞留スペース確保や混雑緩和に繋がる具体

的かつ優れた提案があるか。 

 アリーナや武道場を含む各諸室の規模、室数、仕上げ、

設備等について、競技大会や興行試合での利用と通常時

の市民利用のバランスが取れた具体的かつ優れた提案

があるか。 

 ユニバーサルデザインの理念を踏まえ、あらゆる人に利

用しやすい施設となる具体的かつ優れた提案があるか。 

 競技大会や興行試合の会場設営・撤収時間短縮に配慮し

た資機材搬入経路や保管場所について具体的かつ優れ

た提案があるか。 

 利用者の利便性や施設利用前後の準備・撤収時間短縮に

配慮した各種備品の保管場所について具体的かつ優れ

た提案があるか。 

 その他、具体的かつ優れた点があるか。 

68 

②新陸上 

競技場 

 通常時の市民利用と競技大会開催を想定した諸室やフ

ィールド間の動線や諸室の配置、状況に応じた諸室機能

の転用を考慮した具体的かつ優れた提案があるか。 

 スタンドに設置する観覧席から以外の観覧の方法や人

38 
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審査項目 評価する視点 配点 

数について工夫された計画があるか。 

 ユニバーサルデザインの理念を踏まえ、あらゆる人に利

用しやすい施設となる具体的かつ優れた提案があるか。 

 施設運営や維持管理体制を踏まえた実現性のある計画

となっているか。 

 利用者の利便性や施設利用前後の準備・撤収時間短縮に

配慮した各種備品の保管場所について具体的かつ優れ

た提案があるか。 

 その他、具体的かつ優れた点があるか。 

(5)防災

計画 

①非常時へ 

の対応 

 建物については十分な耐震性を確保するとともに、天井

等の落下防止や安全性の高い設備機器計画、スムーズに

避難できる経路、緊急車両の寄り付き経路の確保など、

災害等の非常時を想定した具体的かつ優れた提案がさ

れているか。 
38 

②防災公園

としての

機能 

 公園や諸室、設備等について、平常時から災害時への利

用転換を含め、防災公園としての機能を発揮する具体的

かつ優れた提案があるか。 

③その他 
 その他、防災施設計画について、具体的かつ優れた提案

があるか。 

(6)安全・防犯性への配

慮 

 利用者の安全確認や防犯対策への配慮について、具体的

かつ優れた提案がされているか。 
8 

(7)設備計画 

 通常利用時における施設利用者の快適性、安全性への配

慮について、具体的かつ優れた提案がされているか。 

 大会やイベント、興行実施時の円滑かつ確実な運営に資

する具体的かつ優れた提案がされているか。 

 設備機器について、メンテナンスのしやすさや汎用部品

の使用など、保守および更新に係る容易性を踏まえた具

体的かつ優れた提案がされているか。 

8 

(8)環境への配慮、LCC

削減 

 施設・設備計画において、熱負荷が小さい空間づくり等、

効率性やランニングコスト低減のための工夫及び効果

について、具体的かつ優れた提案がされているか。 

 設備計画において、効率性やランニングコスト低減のた

めの工夫及び効果について、具体的かつ優れた提案がさ

れているか。 

 内外装等の素材・仕上げ、陸上トラックやインフィール

ドの仕様、公園施設や外構について、耐久性やメンテナ

ンスの容易性に配慮した具体的かつ優れた提案がある

か。 

44 

(9)設計・建設業務等 

 設計・建設業務実施にあたっての設計・施工体制（指示

系統、責任の所在、人員体制、市との連絡体制、緊急時

及び非常時の体制、モニタリング体制等）が明確に示さ

れているか。 

15 
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審査項目 評価する視点 配点 

 設計スケジュールが適切な計画となっているか。また設

計スケジュール管理に対して実効性の高い提案がある

か。 

 建設スケジュールが具体的かつ適切な計画となってい

るか。また建設スケジュール遵守のための方策、工事短

縮の工夫等について、具体的かつ優れた提案がされてい

るか。 

 各工事段階における既存施設利用者、近隣住民への配慮

や安全確保を踏まえた計画について、具体的かつ優れた

提案がされているか。 

３．開業準備に関する事項 8 

 

 

 

(1)開業準備及びスケジ

ュール 

 開業に向けての準備内容（従業員の研修、予約受付準備、

事前広報、関係書類作成等）やスケジュールについて、

具体的かつ適切に計画されているか。 

 大会やイベントの誘致活動や本施設に相応しい開館記

念イベント等について具体的に計画されているか。 

8 

４．維持管理に関する事項 52 

 

(1)基本方針及び実施体

制 

 予防保全の考え方を踏まえた基本方針が明確に示され

ているか。 

 各業務の実施体制（指示系統、人員配置、緊急時の体制、

市との連絡体制等）及び責任の所在が明確に示されたう

えで、運営業務との連携方策、市との連携方策について、

具体的かつ優れた提案がされているか。 

 サービスの質の維持・向上を図るための有効なセルフモ

ニタリング方法が示されているか。 

 事業期間終了時の市及び次期指定管理者に対する施設

及び業務の引継ぎについて、具体的かつ優れた提案がさ

れているか。 

8 

(2)各種維持管理業務 

 点検、保守、修繕等について、予防保全の考え方に基づ

き、本施設の特徴を踏まえた内容、頻度、方法、体制等

が具体的かつ適切に計画されているか。 

 環境衛生管理、植栽管理について、利用者が快適に利用

できる工夫や美観の維持について、具体的かつ適切に計

画されているか。 

 省エネルギーや環境負荷への低減に配慮した管理方法

について、具体的かつ優れた提案がされているか。 

 清掃業務について、各諸室の特性や利用状況を踏まえた

内容、頻度、実施時間帯、体制等が具体的かつ適切に計

画されているか。 

 警備業務について、本施設の特性、利用状況・状態に応

じた警備方法、警備体制が具体的かつ適切に計画されて

いるか。 

 維持管理計画全体について、事業期間終了時の施設の引

44 
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審査項目 評価する視点 配点 

き継ぎにあたり、市の負担が少なく円滑に引き継げるよ

う具体的かつ適切に計画されているか。 

 事業期間中に想定外の修繕が発生した場合の対応につ

いて、具体的に計画されているか。 

５．運営に関する事項 121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)基本方針及び実施体

制 

 本施設の運営にあたっての基本方針や目指す姿が示さ

れているか。 

 各業務の実施体制（指示系統、人員配置及び能力、市と

の連絡体制等）及び責任の所在が明確に示されたうえ

で、大会等の混雑時や自然災害、事故・事件、その他緊

急時に迅速かつ適切に対応できる体制が計画されてい

るか。 

 サービス向上のための具体的な方策や、サービスの質の

維持・向上を図るための有効なセルフモニタリング方法

が計画されているか。 

 個人情報保護のための有効な実施体制、仕組みが計画さ

れているか。 

 事業期間終了時の市及び次期指定管理者に対する施設

及び業務の引継ぎについて、具体的かつ優れた提案がさ

れているか。 

8 

(2)運営管理業務 

 市民が利用しやすく継続利用を促すための料金体系・料

金水準について、具体的かつ優れた提案がされている

か。 

 施設の稼働率・利用率を高めるための工夫について、具

体的かつ優れた提案がされているか。 

 利用料金の徴収方法や予約受付について、市民の利便性

を高めるための具体的かつ優れた提案がされているか。 

 施設の広報及び情報発信について、利用者が分かりやす

く利便性の高い提案となっているか。また、スポーツへ

の関心を醸成するような具体的かつ優れた提案がされ

ているか。 

 運営管理業務全般について、効率的・効果的な運営とと

もに、利用者サービスを踏まえた内容となっているか。 

 広報・誘致業務について、実効性のある計画となってい

るか。 

56 

(3)安全管理計画 

 施設内及び公園の規律の維持、盗難・破壊等の犯罪防止

等の安全管理について具体的かつ合理的に計画されてい

るか。 

 緊急時の対応方針や手順、方法、業務継続（BCP)につい

て具体的かつ優れた提案がされているか。 

 周辺における渋滞発生の抑制、利用者の安全対策、駐車

場出入口及び場内の事故防止の対策について、具体的か

23 
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審査項目 評価する視点 配点 

つ優れた提案がされているか。 

 大会・イベント等の臨時駐車場の運用方法について、安

全性に十分配慮した計画となっているか。 

 無断駐車・駐輪防止のための方策について、具体的かつ

優れた提案がされているか。 

(4)自主事業 

（スポーツ教室・イベン

ト等実施業務） 

 幅広い世代や多様なニーズを踏まえたスポーツ教室事

業について、具体的かつ優れた提案がされているか。 

 市民のスポーツ振興・健康増進や地域活性化に資するイ

ベントについて、具体的かつ優れた提案がされている

か。 

 利用者ニーズを的確に把握し、事業を安定的に実施する

ための具体的かつ優れた提案がされているか。 

 その他、事業者のノウハウを活かした具体的かつ優れた

提案がされているか。 

23 

(5)自主事業 

（利用者サービス業務、

広告・ネーミングライ

ツ、民間提案施設エリ

ア） 

 本施設の利便性を高めるための具体的かつ優れた提案

がされているか。 

 利用者ニーズを的確に把握し、事業を安定的に実施する

ための具体的かつ優れた提案がされているか。 

11 

６．事業計画に関する事項 54 

 

 

 

(1)資金調達 

 確実性の高い資金計画が計画されているか。 

 金融機関等との融資に係る合意状況について、関心表明

以上のものを得ているか。 

18 

(2)事業計画 

 収支の算定根拠が明確かつ妥当であり、地域特性や近隣

施設の状況等を考慮した適切な計画の提案がされてい

るか。 

 予期せぬ事態による運転資金不足への対応が具体的か

つ合理的に計画されているか。 

18 

(3)リスク管理 
 事業者において負担するリスクについて、顕在化した時

の対応策が具体的かつ効果的に提案されているか。 
18 

７．民間提案施設業務に関する事項 18 

 (1)民間提案施設業務 

 本事業の目的を踏まえ、本施設と相乗効果が期待でき、

公園全体の賑わい創出に資する計画となっているか。 

 利用者ニーズを的確に把握し、長期にわたり事業を安定

的に実施するための具体的かつ優れた方策が提案され

ているか。 

 事業実施および収支計画について、具体性、実現性、独

創性のある提案がされているか。 

18 

合 計 600 

 
 


